
 

台東区公共施設保全計画 パブリックコメント実施結果 

 

分類 項番 意 見 
区の考え方 

（該当する施策） 

第
４
章 

１ 

区民の財産をより長く使用するこ

とは非常に重要です。建物を長く使用

するには、維持管理が必要条件です。

適時に適切な維持管理補修を行うこ

とが重要です。 

区では定期的に建物点検を行い、必

要な維持補修を実施してきました。今

後も区民の大切な財産である施設を長

く使用できるようにするため、適切な

維持管理を行ってまいります。 

（４－１．適切な維持管理と点検の必

要性） 

第
５
章 

２ 

過去の改修、修繕工事により建築部

位の寿命を推定し保全計画に反映す

ることも必要と考えます。 

今回の保全計画改定では、過去の改

修等の実績を踏まえ保全部位の周期を

定めております。大規模改修等の実施

時には、より詳細に改修履歴を反映さ

せた設計を実施してまいります。 

（５－２．保全部位の更新周期と保全

手法） 

第
６
章 

３ 

建物の解体・新設よりも計画的な保

全を行うことは、カーボンニュートラ

ルにもつながるので良いと思います。

地元になじんだ公共施設が統廃合さ

れると、利便性を失う地区も出てくる

と思うので、今の施設が継続すること

に安心感があります。 

今後もファシリティマネジメントの

基本方針の考え方を反映させながら、

適宜保全計画を見直し、施設を安心で

安全な状態に維持できるよう努めてま

いります。 

（６－３．長寿命化） 

意見受付期間 令和 ４年１２月１６日（金）～令和 ５年 １月 ６日（金） 

意見受付場所 

区公式ホームページ上での受付のほか、各区民事務所・分室・地

区センター、区政情報コーナー、生涯学習センター、施設課窓口

で受付。 

意見受付件数 ２人、１１件 

提出方法の内訳 
郵送 ０人（ ０件） ファクシミリ ０人（ ０件） 

ホームページ ２人（ １１件） 持参 ０人（ ０件） 



 

第
６
章 

４ 

大きな修繕工事の前には老朽度調

査を行い、必要な工事と延伸できる工

事を振り分ける調査が必要と考えま

す。十分な調査を行い、無駄な費用の

縮減を図る必要があります。 

大規模改修等の実施時には、老朽度

を把握するため、必要に応じて耐用年

数が異なる部位ごとに調査を行い、引

き続き使える部分は既存再使用として

おります。今後とも合理的な工事費用

の縮減を図ってまいります。 

（６－４．更新周期の設定） 

第
６
章 

５ 

災害時の指令施設として位置づけ

られる施設、避難施設としての施設に

対する調査・検討が必要です。 

大規模改修等の実施時に、避難所施

設等の状況を踏まえた施設整備を行っ

ております。今後とも、施設を安心で安

全な状態に整備してまいります。 

（６－５．工事優先度） 

付
属
資
料 

 

６ 

昨今、公共施設の統廃合を含む建替

えや民営化を安易に打ち出す自治体

がかなリありますが、本区の公共施設

保全計画案は莫大な予算措置を必要

とする公共施設のスクラップ・アン

ド・ビルドとは一線を画し、既存の施

設に適正な劣化診断を施し、工事の優

先順位付けを科学的に行い、周期的な

修繕・改修を行いながら、長寿命化、

更新周期の延長を図り、ひいては本区

の財政負担を大幅に軽減し、単年度に

も過分の負担が集中しないよう平準

化まで考えられた、大変素晴らしいも

のだと感じます。今後、経済的または

機能的に修繕・改修よりも解体・新設

の方が合理的となる時期もいずれい

つかは到来するでしょうが、その時に

は災害へのレジリエンスを更に強化

させた、高さと広さが確保された、環

境先進施設を建ち上げることを期待

しております。 

本計画では、ファシリティマネジメ

ントの基本方針の考え方を反映させつ

つ、長寿命化施設において、築後８０年

頃に、それ以外の施設は築後６０年頃

に、改築または躯体の健全性の把握に

よる更なる使用の判断をしてまいりま

す。その際に、災害対策や可能な限りの

環境対応を図ってまいります。 

（付―２．長寿命化計画） 

 

 

 

 

 



 

付
属
資
料 

 

７ 

太陽光発電設備等を設置すること

は脱炭素にもつながり、環境先進区へ

の第一歩だと思う。災害時の避難所も

兼ねる施設が多いので、出来れば太陽

光発電設備の蓄電池には大容量のも

のを検討いただければありがたい。蓄

電池代わりとしてＥＶの整備もお願

いします。太陽光発電設備として、最

近東京都がペロブスカイト太陽電池

の実用化について開発元の日本企業

との共同研究実施を発表した。同電池

は軽量でシートタイプとのことなの

で、既存の建物への設置が容易になる

可能性が高いため、都の共同研究の場

として本区の公共施設の屋根等を提

供する等を都に働きかけることはで

きるだろうか。 

太陽光発電設備等については、設計

のなかでトータルコストのシミュレー

ションを行い、導入可能なものを設計

に反映しています。 

東京都が都の広大な敷地を利用した

民間企業との共同研究をはじめ、次世

代の太陽光発電設備等の実用化に向け

た動きがあることは認識しているとこ

ろです。今後も新たな取組について

様々な情報収集を行い、施設の特性に

合わせた省エネ設備の採用を図ってま

いります。 

（付―２．長寿命化計画） 

 

付
属
資
料 

８ 

電気の購入契約を結んだ電力会社

が公共施設や公立学校に太陽光パネ

ル等を取り付けるオンサイトＰＰＡ

事業を始めている自治体もあるよう

ですが、そういった取組みも本区で参

考にしてはどうか。エネルギーの地産

地消につながり、環境負荷の軽減にも

経費の削減にもつながると思われる。 

ご提案の事業も含め、新たな手法に

ついて引き続き検討を進めてまいりま

す。 

（付―２．長寿命化計画） 

付
属
資
料 

 

９ 

今年度、国の第二次補正予算におい

て、蓄電池関連でいくつかの省庁の事

業が認められた。中でも環境省の「地

域レジリエンス・脱炭素化を同時実現

する公共施設への自立・分散型エネル

ギー設備等導入推進事業」では、災害、

停電時に公共施設へエネルギー供給

が可能な再生可能エネルギー設備等

の導入に支援が受けられるので、災害

時の本区の施設が避難所も兼ねるこ

とを考え、太陽光と蓄電池（もしくは

蓄電池としてＥＶ）等に補助金も受け

てはどうか。（条件さえ合えば）同様の

補助事業は次年度以降も継続される

と思われる。 

再生可能エネルギー設備等の導入に

おいては、これまでも国の補助事業を

活用し、整備した施設もあります。今後

とも新築や増改築・大規模改修の設計

において、採用できる補助事業につい

ては引き続き検討を進めてまいりま

す。 

（付―２．長寿命化計画） 



 

そ
の
他 

１０ 

保全計画の遂行に当たっては、地元

の業者による調査、設計、施工業者の

選定を考慮ください。 

業者選定に当たっては、指名基準等

に基づき、可能な限り区内業者を優先

しております。 

（その他） 

そ
の
他 

１１ 

洪水での安全性、耐震安全性につい

て検討が必要です。また免震構造・制

振構造で改築・新築することも必要と

考えます。 

水害や地震対策等を含め、大規模改

修等の実施時には、施設状況に応じて

対応を図っております。引き続き建物

の安全性確保に努めてまいります。 

（その他） 

 


